
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMAKAI NO SATO 令和８年 4 月１５日 

No.４５６ 

 

   十王地区公

民館 

十王地区 

コミュニティセンター 
ＴＥＬ 0238-85-2102 

ＦＡＸ 0238-85-2122 

 

● アスファルトの上で火気の使用は禁止します 

● ほかの利用者や近くの住民に迷惑となる行為は 

禁止します 

● 敷地内で無届けの 

集会や物品の販売などは 

禁止します 

１ ごみや空き缶などは、各自持ち帰りましょう 

２ ペットのフンはきちんと始末して持ち帰りましょう 

３ 自転車乗りをするときは、まわりに気をつけて乗

りましょう 

４ 水道をつかったら、必ず しっかりとしめましょう 

 

 

🔷 事故・盗難・落とし物などについては、本人 

の責任とさせていただきます。 

🔷 団体でグランドを利用する時は、 

コミュニティセンターに連絡してください。  

山 峡 グ ラ ン ド が 新 た な 姿 に 

みんなのグランドです。 

気持ちよく、楽しく利用できるよう次のことを守って使いましょう。 

 

住民の交流の場として長年親しまれてきた「山峡グランド」が、この度の改修で新たな

姿に生まれ変わりました。遊び場やイベントスペースとしてだけでなく、災害時には避難

所として活用されます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区だより ２ 

この度、桑嶋明美さんの後任と

して事務局長を務めさせていただ

きます、五十嵐裕子と申します。こ

れまでは事務局員として、十王地

区コミュニティセンターに８年間勤

務して参りました。新たな立場を任

せていただくことに、身が引き締ま

る思いです。 

諸先輩方が進めてこられた方針

を大切にしつつ、今まで以上に貢

献できるよう精進いたしますので、

ご指導ご鞭撻を賜りますようお願

いいたします。 

 

 

 

新 年 度 の ご あ い さ つ 

十 王 コ ミ セ ン 人 事 異 動 

新年度を迎え、十王地区にも穏やかな春が訪れています。今年は雪も少なく、このところは暖か

い日が続き、例年より早く春の気配を感じられるように思います。地域の皆さまには、お変わりなく

お元気にお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

白鷹町の古典桜を楽しむ「さくらまつり」は、4 月 11 日（土）から 19 日（日）まで開催されます。

町内外から多くの方が訪れる春の風物詩ですので、ぜひ皆さまにも足を運んでいただき、満開の

桜を楽しんでいただければと思います。 

4 月 7 日には、荒砥小学校と白鷹中学校の入学式に出席いたしました。小学校 26 名、中学校

83 名の新入生が、希望に満ちた表情で式に臨む姿がとても印象的でした。一方で、少子化の影響

を年々強く感じるようにもなっており、地域全体で子どもたちを見守り育てていく大切さを改めて

実感しています。 

昨年はイノシシによる農作物被害や熊の出没が多く見られましたが、猟友会の皆さまのご尽力に

より、熊4頭の捕獲が行われました。地域の安全確保にご協力いただいた皆さまに深く感謝申し上

げます。 

また、上野六差路の解消工事や山峡グランドの改修工事が 3 月に完成し、地域の利便性と安全

性が向上しました。さらに、十王地区では「第４次十王地区地域づくり計画」を策定し、これからのま

ちの姿を見据えた取り組みを進めています。人口減少や少子高齢化が進む中でも、子どもからお

年寄りまで安心して暮らし、互いに支え合える地域をつくることが、私たちの大切な目標です。 

本年度も、安心・安全で住みやすい十王地区を目指し、地域の皆さまとともに取り組んでまいり

ます。今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、皆さまのご健康とご多幸

を心よりお祈りいたします。 

十王地区自治振興会長 十王区長  小林 信一 

 

     退任の挨拶 

桑嶋 明美 

１年間という短い間ではありまし

たが、十王地区の皆さんにはとても

良くしていただいて感謝でいっぱい

です。わからなくている時や困った

時、楽しい時や笑っている時、皆さ

んと共有させていただいたことを忘

れません。 

一つの物を作り出す時にたくさん

の方の力を借り、嫌な顔をせず手伝

ってくださった方々にも頭が下がり

ます。そうやってたくさんの力がある

からこそ十王地区はいろんなことを

こなしていけるのだと思います。 

最後に作成させていただいた地

域づくり（５カ年）計画書も幅広い世

代の方と、もう一度、十王を見つめ

直して出来た大切な計画書です。 

これからも皆さんが健康で、発展

のある十王を心から応援していま

す。見かけたらいつでも声をかけて

くださいね！ 

ありがとうございました。 

東根地区コミュニティセンタ

ーから異動してまいりました、

小川美幸と申します。 

萩野在住です。事務局員とし

て 2 年目となります。 

まだまだ至らない点も多くご

迷惑をおかけすることもあるか

と思いますが、地域の皆様との

つながりを大切にしながら、一

日でも早くお役に立てるよう努

めてまいりますので、ご指導い

ただきますようよろしくお願い

いたします。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

地区だより 3 

 

 

 

 

 

 
〇林野火災の出火原因は⁉ 

林野火災には、「山火事」や「山林火災」なども含まれます。その出火原因は、たき火、火入れ、放火 

（疑い含む）、たばこ等の人的要因によるものがほとんどです。 

○今年から、林野火災注意報・林野火災警報が運用開始！ 

白鷹町の発令対象期間は３～６月です。注意報発令時は「火の使用制限」の努力義務、警報発令

時は、「火の使用制限」の義務が課せられます。警報が発令されているときに、屋外で火を使用する

と、３０万円以下の罰金又は拘留に処されることになるということです。 

林野火災注意報・警報の発令は、町のホームページやＳＮＳ、消防白鷹分署・消防団の巡回等でお

知らせします。（詳しくは、白鷹分署８５―５２４２まで） 

○いわゆる「もくたき」は、拘禁刑・罰金の対象 

林野火災警報が発令されていなくても、家庭ごみ等の廃棄物を焼却する行為（いわゆる「もくたき」

等）は、一部の例外を除き、法律で禁止されています。不法焼却は５年以下の拘禁刑もしくは 1000

万円以下の罰金等の対象となります。家庭ごみは町のルールに従って処理・処分しましょう。 

○近年の白鷹町の火災発生状況と出火原因 

白鷹町では、令和４年～７年の３～６月の期間で、建物火災や林野火災など９件の火災が発生して

います。建物火災以外の原因は、たき火、枝・枯草・ごみの焼却などによる火災です。 

○『山火事を起こすも防ぐも私たち』（林野庁・８年度統一標語） 

罰則のあるなしにかかわらず、地域で生活していくうえで、人の生命や財産を奪うような取り返しの

つかない事態を起こさないように、私たち一人ひとりがお互いに注意しましょう。 

地域防災マネージャー  橋本 和彦 

 

年齢を重ねてもいつまでも元気で、いきいきと充実した毎日を送るた

め、介護予防教室事業「元気わくわく教室」を行います。この教室では、

認知症予防・口腔・栄養の視点を取り入れながら、体力・筋力の維持向

上に向けた運動に取り組んでいます。 

今月のテーマは、林野火災についてです。林野火災の多くは２～

５月に発生しています。昨年の岩手県大船渡市山林火災や、令和６

年に発生した高畠町（４月）と南陽市（５月）の林野火災が記憶に新

しいところです。 

 

 
防 災 コ ラ ム 

 ～ 林 野 火 災 に 注 意 ～ 

 

 

 

令和８年度白鷹町 

介護予防教室事業  

 「元気わくわく教室」の 

ご案内 

 

  

十王コミセンでも 

受付できます 

◎対象 65 歳以上の方（要支援や要介護認定等を受けていない方） 

◎場所 十王地区コミュニティセンター 

◎期間 令和８年 4 月～令和９年 3 月 週 1 回月曜日 

◎時間 午前１０時００分から１１時３０分 

◎講師 ゆめスポしらたか「ＲＯ＊ＫＵ」 

◎利用料金 1 回 200 円（送迎はありません。） 

◎申し込み方法：事前に申し込みが必要になります。 

 利用申請書は、白鷹町のホームページ（申請書ダウンロード）からダウンロードしていただくか、健康福祉

課地域生活支援係でお受け取りいただき、記入後、健康福祉課窓口に提出してください。 

◎申込み先 白鷹町健康福祉課地域生活支援係   電話番号 86－0213 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1２期 

十王はなまる塾生徒募集 
 十王はなまる塾では、経験豊富な講師陣（元小

中学校教員）が一人ひとりに寄り添った学習支援

を行います。詳しくは下記 QR コードを読み込み

募集要項をご覧ください。お申し込みをお待ちし

ています。お問い合わせは十王コミセンまで。 

◇教  科 

 

 

◇申込期間  4 月 23 日（木）～ 

4 月 30 日（木） 午後３時まで 

◇講座開始  5 月 13 日（水） 

～白鷹東駐在所のお知らせ～ 

春の行楽期における遭難防止 

○慣れた山でも家族等に 

行き先を必ず告げて、複数人で入山 

○携帯電話を持って行き、 

登山アプリや GPS 機能を有効に 

○携帯電話の電池切れに備えて、 

予備バッテリーを持つ 

○道に迷ったら来た道を戻り、分からなければ 

見晴らしの良い場所で救援を要請 

○急斜面は滑落しやすいので、ヘルメットや 

命綱を使用 

○短時間の入山予定でも、食料や水のほか、 

天候の急変に備えて雨具や防寒具を準備 

○クマとの鉢合わせを防ぐため、クマ鈴、 

ホイッスル、ラジオ等を携行 

○登山届は、便利なインターネットを 

活用して提出 

長井警察署 TEL ８４－０１１０ 

白鷹東駐在所 TEL ８５－２０４ 

令和８年 皇大神社祭礼のお知らせ 

『皇大神社へご参拝ください』 

５月３日 【夜祭り】 ご祈祷  午後２時 

獅子出発 午後２時３０分 

獅子道 神社⇒追分⇒天神⇒ 

本宿南側行き（公民館で夕食） 

⇒瀬戸山⇒本宿北側帰り⇒神社 

５月４日 【昼祭り】 ご祈祷  午前９時 

獅子出発 午前１０時 

獅子道 神社⇒上野（公民館で昼食） 

⇒八卦⇒中十王（公民館で夕食） 

⇒塩田⇒宝前町⇒神社 

＊氏子、企業関係の方で、【獅子のお休みや地

固め】を希望する方は、令和８年４月２５日

（土）まで町内長さんにご連絡下さい。 

十王地区氏子の皆さま、よろしくお願い 

いたします。 

令和８年４月１５日 

皇大神社 氏子総代長代理  守谷 秀一 

高齢者見守り活動（戸別訪問）のお知らせ 

 集落支援員が行っている高齢者支援活動のひ

とつとして、戸別訪問を４月９日から始めました。

高齢者ができる限り地域で安心して暮らせる環

境づくりを目的としています。集落支援員一人で

訪問します。少しずつ訪問家庭数を増やしていき

たいと思っています。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

集落支援員 笹本 冨士子 

これからの予定 

4 月 16 日(木) はなまる塾体験入塾（～4/22） 

       子ども会育成会役員会 

4 月 19 日(日) 産業環境部会紅花種まき 

4 月 23 日(木) スポーツ振興会理事会 

        消防後援会総会 

5 月 3 日(日)   十王皇大神社お祭り 

5 月 4 日(月・祝) 十王皇大神社お祭り 

5 月 13 日（水） はなまる塾講座開始 

↓

入
塾
申
込 

 
   

↓

募
集
要
項 

 
   

小学 3・4・5・6 年算数 

小学６年英語 

中学２年数学、中学３年数学 

 


